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1政 治 醸 体 の 名 称 樫 の会

[1

一目
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255,3躰2僻 分'1
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3 敢 細 体 ρ 区'穂 藍 騨璽ソ

口'政

口 政 党 の

1[コ政 治 資 金

党[コ 政治資瓢 宏第18条 の2第1項 ・
支 部 規 牢 に よ る 政 治 団 姻

団 体 凹 そ の 他,の 政 治 団 体1

磁 そ め 他 の 敬 治 団 体 の 支 剖

】

2主 たる事務所囁 在地 秋嚇 餅 田新田3-13_20

(アパート.マンシ。謝1
ξ

し一

3代表 者 の氏名・富樫博之} 活 動 区 城 の 区 分 ・ 上

濃2以 上の都道府県の区域簿 凹 同一の都道府県の区域内}
(姓){名)4会計 責 任 者 の 氏 名

越前谷 茂

1

資金管理団体の指定の有無 国会議員関係政治団体の区分1

事 務 担 選 者 の 氏 名,

(姓){名)
・ 佐藤 貴子

回 有

口 無

公 職 の 種 類 衆議院議藁

幌職・僕補者の別)(現 職)

公 職 φ 種 類

慨職・鉄樺者の別)

の氏名 く13人 鋤
旨

公 職 の 種 類

観職・候補者の瑚)

凹 輿 讃 金規正法第1陳 の7第 噸{

第1号 ・に係 る困会議員関係政治団体

口 敦治資金親正法知9条 の7第1項

第2号 に係る国会議員関係政治陸体

公 職 の 繰 補 者(姓)(名)1
の 氏 名 冨樫 博之1

(電 言香)018-839-5601
】】
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ヨ

資金管理懸体の届(蜘
出を した者の氏名 雷樫

(名〉

博 之

公 職 φ 種 類 衆議院議員

観職・候補者の助 幌職〕
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ト 」

(電話γ

(電話)
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公 職 の 猴 補 者(姓)(名)1
の 氏名(12人 匿){l
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}
公 職 の 候 補 者(姓)(名)
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1

1
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資金管理齪体の指定砂期聞
F

国会議員関係政治団体に関する
特例の適用期間1
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1収 支の総括表
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1
ヒ

収 入 総 額 {L 3285478
,,

(前 年 か ら の 繰 越 額)
し 2833316

,,

(本 年 の 収 入 額)1 1 452.1621

/

で
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〆

支 出 総 額1 1 616.2431

翌 年 へ の 繰 越 額1 2,669.235・
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12収入囎 膿 額の内訳
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〈1)個人の負担する党費又は会費 齪1
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(2)寄 附ll'
}

ア 寄附(イ を除 く。)の 区分 金1 額1 備 考,

(ア)個 人 か ら の 寄 附 1 452,000
/

(う ち 特 定 寄 附) 】 0

(イ)法人その他の感体か らの寄附 1
IO

(ウ)政 治 団 体 か ら の 寄 附
」 }0

き

ノ」、 言十(ア)+(イ)+(ウ) 452,000 /'1

(寄附の うち寄附のあっせんによるもの)
10
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イ 政 党 匿 名 審 附
」0

ヒ

合 計(ア+イ 〉 452,000 ノ
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⑦ 寄 附の内駅l! 寄附者の区分 L個人
E
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行 ・番号 寄附者の氏名(又 は名称〉 金 額 副
lII

年 月 日 住 齎(又 は齎在地) 職業(又は代蓑看め氏名} 備 拷

1 寄附
{H

60,0PP H24/4/9
1

秋 頒市大町ひ7逸 ノ
」

穂積,洋 ノ
1

2 寄附
ll

600blO,[
H24/4/27

」
秋肺 土購 南H4-39ノ 林 明夫 ∠

3 l
l 1

4 1
5 1
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支 出項 臼別 金額 の内訳
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目

一

一月
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蓑ヱ ラーチ 瓢ツ ク測

1
1
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1
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ω 支 出 の 総 括 表 ほ

項 目 金l
l

:

籟
1

繍 考

本部又は支部に対して
供与した交付金に係る支出

ユ 経 常 経 費

(1)人 件 費

1

鐸

!

0
1

0

(2)光 熱 水 費 l!O 】0

(3)備 品 ・ 消 耗 品 養
ト

58411743 /io
(4)事 務 所'費 31150G 0

小 計 6161243 / 0
2政 治 活 動 費

① 組 織 活 動 費

目

目1 0 0」
`

騙

,
r

r

卜

卜

卜
隣

七

」

1

(2)選 挙 関 係 費 目10 0

(3)機 関紙誌の発行その他の事業費 目10 0

ア 機 関 紙 誌 の 発 行 事 業 養 } 10 0

イ 宜 伝 事 業 .費 110 ,0 1

ウ 政治資:金パーテ ィー瀾催 事業費 撮
[0

0

エ そ の 他 の 事 業 費 { 10
1

0

(の 調 査 研 究 費 }0 0

⑤ 寄 附 ・ 交 付 金 10 }o
(6)そ の 他 の 経 費 }O lO

小 計 }0 10

合 計 616 , 243
/{
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② 経常経費(人 件費を除く・)の 内訳ll 項 目 別}区 分 3.備 品1消 耗蹟
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行番号 支 出 の 目 的 金 繊 年 月 日
支出を受げた者の弐名

(又ぱ名称)
支出を受けた者の住所

(又は房在地) 備i考

1 複合機 り一ス料 12,轍 5 H2硅/1/10 日立キャ冒タル ㈱
}

東京 者β港 巨⊆西新 橋2-15-12 {
2 パ ソコン、 サ㎞バ ー り一 ス料

1r

11,8q5 H24/1/1G 日立キャ蟹タル ㈱
「

東京都港 区西薪橋2畦5-12 1
3 プ リンター保守管理料

lll

31,弓qo
lII

H24/1/23
キャノンシステムアン
ドサポー ト、㈱ 秋 田支

店
秋 田劃1統 御休町9-1

齢

4 複合機 リース料 12,⇔115
卜1

H24/2/7 田立キヤ暮タル ㈱ 東京 都港 区西菜牙橋2-15-12
華

}
5 パ ソ コン、 サ踊バ ー リー ス料

幽

11,肺 H24/2/7 日立キャゆ ル㈱ 東京 者β港 区西新橋2-15-12
「

}

6 複合機 り一ス料 12,咽5 H24/3/7 潤立キヤ瑚タル ㈱ 東京都港 区西新橋2-15-‡2
ノ }

7 パ ソ コン、 サーバ ー リー ス料 11β 俸5 H24/3/7 臼立キャ零タル(株) 東京都港 区西薪橋2-15-12

8 複合機 り一ス料 12譜5 H2荏/4/9 賊 キャ療タル㈱
i

東京 者β港 区西叢斤橋2-15一 重2 1
1

9 パ ソ コン、 サーバ ー り一 ス料
r

11,865
1n

茸2荏/4/9 融 キヤ嬬タル㈱ 東京 者個港 区璽野肇斤橋2一王5一三2 1
10 複合機 り一ス料 12,㈱ H2鄭5/7 自立キャ療タル ㈱ 東京都港 区西新橋2畦5-12 1

】L

11 パ ソ コン、 サーバ ー リー ス料 11,魯 倒5 H24/5/7 日立キヤ環タル ㈱ 策京 都 港 区茜新 橋2-15一 ユ2

1

12 複合機 り一ス料
ll

12,鱗5 H24/6/7 日立キヤビ汐 ル(株) 東京 者落港 区酉新 橋2-15-12

13 パ ソコン、 サーバ ー リー ス料 11,8樹5 H24/6/7 日立 キ ヤ ヒ`タル(株 〉 東京 都 港 巨蓬軍1盲弄新1橋2-15-12

1婆 複合機 リース料 12,⇒ 痴 H2荏/7/9 日立キャヒ1タル ㈱ 東京 都 港 区西'新橋2-15-12 」

15 パ ソ コ ン 、 サ ー バ ー リ・一 ス 料

,桂

11,鱒5 H2荏/7/9 貫立キャ屡タル(株) 東京 都 港 区挺才業斤橋2一工5-12

16 複合機 り一ス料 12講5 H24/8/7 良立キヤヒ汐 ル(株) 東京 都 港 区西新 橋2・-15-12

17 パ ソコ ン、 サーバ ー り一 ス料 11,臼 俸5 H%/8〆7 日立キャ療タル㈱
1

東京都港区西薪橋2-15-12
ミ

18 複合機 り一ス料 12,嘱5
1i

H24/9/7 日立キャビ汐 ル(株)
ヨ

東京 都 港 区西来斤橋2・-15-12 1;
E
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行番号 支 出 の 目 的 金 額撞
1:r

年 月 日
支出を受けた者の氏名

(又は名称)
支出を受けた者の住所

(又は所在地)

←

備 拷

19 パ ソ コ ン 、 サ ・一 バ ー り 一 ス 料 11,日d5
拝

H24/9/7 日立キャピ汐ル(株) 東京都港区酉新橋2-15-12
3

20 複合機 パ ソ謹ン リース料
{コ

15,雁 ρ H24/10/9 日立キヤピタル 〈株) 東京都港区西新橋2-15-12 1

21 複合機 り一ス料 12,叫5 H24/10/9 日立 キ ャ ピ1タル(株) 東 京都 港 区】薫新橋2-15-12 1
22 パ ソコ ン、サ ーバー リース料 11,&65

rI

H24/1⑪/9 日立 キ ャ ピ1タル(株) 東京都港区西新 橋2-15-12

23
新 規パ ソコ ン、プ リンター

り一 ス料 19,脚 H2荏/11/7 日立キャ ピタル(株 〉 策 京都 港 区西 新橋2-15-12

24 複合機 り一ス料

1

12,qlll5H2荏/11/7 日立キヤビタル(株) 東京都港区酋新橋2-15-12

25
パ ソ コ ン 、 プ リ ン タ ー り 一一ス

料

il

19,聡0 H24/12/7 日立キャ ピタル(株) 東京都港区西薪橋2唖5-12

26 複合機 り一ス料 12,㈱ H24/12/7 日立キヤ ピタル(株)
ト

東 京都 港 区酋 新橋2-15-12
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(又}ま名称)
支出を受けた看の住所

(又は齎在地) 鋼 考
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行・番号 支 出 の 目 的
コ

金 額1,
ll

年 月 日
支出を受けた者の疵名

(又1ま名称)
支出を受けた者の佐所

(又は所在地) 備1考 1

1 政治資金監査報酬
1,,,一 一

3L51° H24/5/31
1

福井税理云事務折 秋 田市桜2丁 目5-3
E

l
2

1; 1

一 一

}

3
日
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;
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(その17)資 産

1資 産等の総括表

〒
… 罰 曜1ド"

1

撫 の 状
ll
目

況1工 筋 岬

F1--rF'1'-ら'も-訂rl,rLr脚LI卜、'L聾-」'-「」,-喝111.19咽1

lu

資 産 等 の 撫 鵬
i

資 産 等 の 項 目 別 区 分 目}有
目

無 備 考

ア 、土 塾 }隣 ロ
ヨ

騒

一

イ 塵 麹
ll

挫 〔コ
目

糧
{

ウ 塵勉の翫窟を旦的 と立ゑ地よ塗濫 土地の置鍵 鑑 i泊 凹 1
{

工 取 盤 盈 価 額 盤 巫1互 巴 盈 超 土 ゑ 動 産 i{ o目'

1

田 1
】

オ婆雛 撃(撃畿 撃 錐 堅3
[

[1顔
翅

l

l

力 金 銭 燈 廷 llロ
;

慾
一

キ 直 価 藍 嚢
挫 ・

凹1
幽

ク 嵐 資 血 孟 ゑ 権 郵 il}〔 〕口
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政治資金監査報告書

平成25年5月29日

樫 の会

代表 冨樫 博之 殿

登録政治資雛 人樹 ♪藩
登 録:番 号 第1172号

研 修 修 了 年 月 日 平成21年4月21日

1監 査の概要

(1)私 は、政治資金規正法(以 下r法 」とい う。)第19条 の13第1項 の規定 に基づ き、

樫 の会の平成24年 に係 る法第12条 第1項 に規定する収支報告書のすべての期閻を

対象 として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係 る会計帳簿、明細書、領収書

等、領収書等を徴 し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、支出に関す る

政治資金監査を行った。

(2)こ の政 治資金監査は、法第19条 の13第2項 に定 める ところによ り政治 資金適正

化委員会が定める 「政治資金監査に関する具体的な指針」(以下 「政治資金監査マニュ

ア ル 」 とい う、)に 基 づ き行 っ た 。

(3)私 の責任は、外部性 を有する第三者 として、圏会議員関係政治団体の会計責任者の

作成又は徴取 した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書

等、領収書等を徴 し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、致治資金監査

マ ニュアル に基づ き政 治資金監査 を行 った結果 を報告す る ことにあ る。

(4>こ の政 治資金監査は、樫 の会 の主た る事務所 において行 った。

2監 査の結果

・ 私 が実施 した政治資金 監査の結果 は、以 下の とお りである。

(1)法 第19条 の13第2項 第1号 に規定 す る事項 について、会計帳簿 、領収 書等及 び

領収書等を徴 し難かった支出の明細書が保存されていた。

なお、政治資金監査の対象期間においては、樫 の会に係 る振込明細書に係 る支繊

囲的書及び振込明細書を必要 とする支出はなく、振込明細書に係 る支出目的書及 び

振込明細書は存在 しなかった.

(2)法 第19条 の13第2項 第2号 に規 定 する事項 につ いて、会計帳簿 には、 当該 国会



議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載 され、かつ、影該国会議員

関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備 えていた、

(3)法 第19条 の13第2項 第3号 に規 定す る事項 について、法 第12条 第1項 に規定

する収支報告書は、会計帳簿、領収書等及び領収書等 を徴 し難かった支出の明細書に

基づ いて支 出 の状況が表 示 され ていた。

(4)法 第19条 の13第2項 第4号 に規 定す る事項 について、領 収書等 を徴 し難か った

支出の明細書 は、会計帳簿に基づいて記載 されていた。また、振込明細書に係 る支出

圏的書 は存在 しなか った。

噸

3業 務制限

樫 の会 と私 との間 には、法第19条 の13第5項 の規定 に違反す る事実 はない。

また、樫の会 と政治資金監査の業務 を補助 した使用人その他の従業者 との間において

も、 同 様 であ る。

以 上
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